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はじめに 

 

現在、わが国では、急速に少子高齢化が進み、社会保障費の増大、生産年齢人口の

減少による経済の縮小、地域コミュニティの担い手不足など社会全体の活力に影響を

与えることが懸念されています。 

本市においても、人口減少や少子高齢化、地域における生活環境や生活様式の変化

により地域課題が、ますます複雑・多様化していくことが予想されます。 

これまで、本市では、「協働のまちづくり」推進のため、平成 27 年７ 月に「三田

市協働のまちづくり基本指針（以下「指針」という。）」を策定し、活動や立場の異な

る者が、共通の目的を達成するために、お互いの信頼に基づいて、それぞれの立場と

分野を活かせる地域コミュニティの連携に力点を置いた取り組みを行ってきました。 

今後、社会情勢の変化に伴い、ますます市民ニーズの複雑・多様化が想定されるこ

とから、一個人や地域だけでは解決困難な課題も数多く出てくると思われます。この

ような課題に対しては、行政のみならず地域住民や事業者などが共に解決の道筋を考

えていく必要があります。そこで、これまでの「協働」をさらに進め、多様な主体が

連携しながら異なる視点で意見を出し合い、新たなまちの魅力や地域の価値を共に創

り上げていくため、市民がより主体的にまちづくりを行えるよう一歩進んだ「共創」

の取り組みを行う必要があると考えています。 

現在の市の羅針盤である第 5 次三田市総合計画（以下「総合計画」という。）は、

「共生」「再生」「共創」の３つの視点を基に策定されています。市民の目線でとらえ

た地域課題の解決のために、未来のあるべきまちの姿を共有し、主体ごとの異なる視

点や価値観等の多様性を認め合いながら、課題解決に向けて取り組むことを推進する

ため、協働・共創の基本的な方針となる本指針を改定するものです。 

指針の改定にあたり、三田市協働のまちづくり推進委員会（以下「委員会」という。）

を設置し、議論を重ねてきました。本指針は、委員会での審議と合わせて地縁団体等

から幅広くご意見を伺うとともに、市民活動支援の実情を踏まえて、最終的に取りま

とめたものです。 
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Ⅰ 協働・共創の理念と基本的な考え方 

１ 協働・共創とは 

（１）協働から共創へ 

 本市では、総合計画における「まちづくりの視点」の一つに、SDGｓが目指す理念

でもある「パートナーシップで取り組む未来のまちづくり」をかかげ、多様な主体と

共に創る「共創」を進めることで、次の時代も輝く三田を目指すこととしています。 

これまで市民、事業者・団体等及び市が、様々な場面において、目の前にある目標

を実現するために、それぞれの主体の特色を活かし、力を合わせて共に担う協働のま

ちづくりを進めてきました。 

 一方、社会構造が大きく変化していく中にあっては、協働のまちづくりに加え、今

後訪れる予期せぬ時代への備えとして、既存の概念にとらわれない新たな価値観や活

力によるまちづくりを進めることが求められます。そのためには、市民の目線でとら

えた地域課題の解決のために、未来のあるべきまちの姿を様々なステークホルダーが

共有し、主体ごとの異なる視点や価値観等の多様性を認め合いながら、課題解決に向

けて取り組むことが必要です。 
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図１ 協働・共創の概念 
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（２）協働・共創が求められる背景と必要性 

① 社会情勢の変化 

高度成長期から成熟期のまちづくりを経て、社会の複雑化や市民の価値観の多様

化などから、行政をはじめとして、だれかが引き受けて問題を解決していく仕組み

には限界が見られるようになってきています。 

更に、少子高齢化による人口が減少し続けていく中では、地域福祉や子育て支援

など様々な分野で技術的・人的なネットワークを大切にし、市民、地域、団体、大

学・大学院などの教育機関、企業などの事業者そして行政等が連携し異なる視点や

価値観のもと、多方面から課題に関わるそれぞれの得意なところを活かして、実践

的な取り組みを展開していくことにより新たなまちの魅力や地域の価値を共に創

り上げていくことが大切になっています。 

 

② みんなが関わるまちづくり 

かつては、専ら行政などが公共サービスを提供してきました。そのため、まちづ

くりの場面でも住民は行政に対して要望するなど、行政などに働きかけることでし

かまちづくりに参加できませんでした。 

しかしながら、現在は、NPO 法人、市民活動団体や企業など、様々な主体が公共

サービスを提供する時代となっています。それぞれの主体が公共を担い、自発的に

関わりながら、協働・共創で社会システムを動かしていく時代となっています。 

 

③ 多様な主体によるまちづくり 

地域の個性や魅力を活かしたまちづくりを進めていくには、顔の見える小さな単

位で意思決定し、活動していくことが重要となっています。一方、活動を細分化す

ることで、それぞれの力が結集しにくくなることから、目的を共有することが重要

となっています。 

地域の個性や魅力を活かし、地域に応じたまちづくりを進めていくには、地域住

民自らが地域社会を動かしていく仕組みを作っていく必要があります。そのために

は、地域社会での協働・共創を進めるとともに、自分たちが決定した活動を効果的

に展開できるよう行政をはじめとして様々な主体が、財政的な支援や多様な活動支

援ができるような仕組みを作っていくことが必要となっています。 

 
（３）協働・共創で期待される効果 

 市民・団体・事業者・行政などが、協働・共創のあり方や必要性などを認識し、実

践することにより、協働・共創のまちづくりが進められ、次のような効果が期待でき

ます。 

① 市民活動団体等にとっての効果 

・社会参加の促進や市民活動団体等の活性化などの効果のほか、それぞれが持つ

情報や知識、専門性を役立てることにより、人材の育成や団体のレベルアップ

なども図ることができます。 

・単独ではできなかったことが実現できます。 
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・多様な主体と連携することで、活動の幅が広がります。 

 

② 行政等にとっての効果 

・新たな市民ニーズを的確にとらえることができるとともに、公平・平等の特性

を持つ行政などでは対応の難しい市民ニーズに対して、迅速かつきめ細やかに

対応することができます。 

・柔軟性、専門性といった行政などとは異なる特性を有する市民活動団体等と協

働・共創することにより、職員の意識改革や資質向上につながります。 

 

③ 市民活動団体、行政等にとっての効果 

・連携を深めていくことによって、お互いに学び合い、信頼関係が増すことで、

協働・共創の相乗効果が高まり、質の高いサービスが提供できます。 

・市政や地域への関心が高まり、市民活動や地域活動に参加する機会が増加する

ことで、市民の視点に立った市民主体のまちづくりが推進され、心ふれあう豊

かな地域社会が実現できます。 

 

 特に、協働・共創することによって組織と組織の連携が広がったり強くなったりす

るなど、お互いにメリットがあり、相乗効果が発揮できることが、協働・共創のまち

づくりの大きな効果だと言えます。 
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２ 協働・共創の基本的な考え方 

（１）協働・共創の原則 

協働・共創にはかならずパートナーとなる相手がいます。協働・共創で事業を円滑

に進めるためには、お互いに十分話し合いをすることが大切です。信頼関係を築くた

めには、お互いの特性や活動をよく知り、相互に理解しながら、それぞれを尊重して、

十分に協議し、合意して協働・共創で事業を進めていく必要があります。 

そのため、協働・共創を進めるときは、わたしたちは次の 6 つの原則を大切にしな

がら進めます。 

 

① 相互理解の原則 

わたしたちは、それぞれの立場や設立趣旨、性格の違いを認め、相互理解を深

め、信頼関係を大切にします。また、わたしたちは、自己の立場や活動に拘り過

ぎず、互いに話し合い理解しあって、柔軟に対応し協調して活動します。 

 

② 対等の原則 

わたしたちは、お互いの間に能力やそれぞれが持っている資源に違いがあって

も、対等な関係にあるとして、それぞれの立場や意見を尊重します。 

 

③ 自主性尊重の原則 

わたしたちは、お互いの特性や力を最大限活かすために、それぞれの自主性・

自律性を尊重します。 

 

④ 目的共有と役割分担の原則 

わたしたちは、協働・共創しようとする事業の目的を明確にして共有します。

また、わたしたちは、話し合ってお互いが自主的に役割などを調整し、分担して、

事業の目的を達成できるように取り組みます。 

 

⑤ 情報公開の原則 

わたしたちは、お互いが持つ情報などを積極的に公開し、お互いに共有します。

また、協働・共創のプロセス等についても公平性・透明性を保つため、積極的に

公開します。 

 

⑥ 評価・検証の原則 

わたしたちは、協働・共創で取り組んだ事業の成果と課題を評価・検証し、そ

の結果を共有して次の事業に役立てます。 
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（２）協働・共創の範囲 

協働・共創には、それぞれの関わり合いの度合いにより、様々なケースが考えられ

ます。個人の思想や宗教、個人的な利益追求のための活動など私的な領域を除いた、

公益的な活動の中で、許認可や課税など行政の責任で単独で行う領域と市民活動団体

等が単独で行う領域を除いたすべての事業が「協働」の領域に該当します。 

 また、「協働」は、市民活動団体と行政との協働だけでなく、市民活動団体と市民活

動団体等相互の協働も該当します。 

 そして、「共創」は、「協働」で定義された連携・協力する行為のうちの一つで、「こ

れまでにない新しい社会的価値を、立場の異なる協働相手と、対話をしながら共に創

ること」を意味します。 

 三田市では、引き続き「市民同士」及び「市民と市」との「協働」を推進するとと

もに、行政課題を解決するための「市民と市」との「共創」にも力を入れることで、

協働・共創のまちづくりをより一層推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

図２ 協働・共創の領域 
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（３）協働・共創の形態 

 協働・共創の形態には、「事業委託」「資金的支援（補助・助成金など）」「寄附・協

賛」「共催（実行委員会）」「事業協力」「人的支援(プロボノ1等)」「後援」及び「自由参

加方式」、様々なものがあります。協働・共創する主体がお互いに話し合い、適切なも

のを選びます。 

 

協働・共創の形態 事業に対する効果 進めるうえでの留意点 

【事業委託】 

委託者が主体的に行う領域

において、受託者の特性を活

かすことで、より効果的な実

施が可能であると認められる

場合に、事業の実施を委託し

ます。 

 

受託者が持つ様々な強み

や特性が発揮され、多様

なサービスが効率的に提

供できます。 

 

委 託 者 と 受 託 者 と い う

関係から、受託者を単な

る下請けにせず、対等な

パ ー ト ナ ー と し て 事 業

を行います。 

【資金的支援】 

（補助・助成金など） 

資金的支援を受けるものが

主体的に行う領域において、

公益上必要であると認められ

る場合に他の主体が資金的支

援を行います。 

 

資金的支援を行う主体が

取り組みにくい事業を支

援することで、事業効果

が高まり、多様なサービ

スが期待できます。 

 

支援する、支援を受ける

と い う 立 場 の 違 い か ら

対 等 性 が 失 わ れ な い よ

うに注意が必要です。 

 

【寄附・協賛】 

 市民活動団体等が行う事業

等に共感して、資金や現物等

の提供を行います。 

 

実際に活動に関われなく

ても、資金等を提供する

ことによって公益的な活

動に参加できます。 

 

事業の公益性、社会的有

用 性 な ど を 的 確 に 伝 え

るとともに、使い道や成

果 報 告 な ど 広 く 情 報 を

公 開 す る こ と が 必 要 で

す。 

【共催（実行委員会）】 

複数の主体が共に主催者と

なって事業を行います。 

 

企画段階から協働・共創

することで、相互の理解

が深まり、信頼関係が醸

成されやすいです。 

 

互 い に 対 等 な 立 場 で 役

割分担を行い、相互の責

任 範 囲 や 経 費 分 担 を 明

確 に す る こ と が 必 要 で

す。 

 

                                      
1 プロボノ…職業上持っている知識・スキルや経験を活かして社会貢献するボランティア活動全

般 
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協働・共創の形態 事業に対する効果 進めるうえでの留意点 

【事業協力】 

 役割分担などを取り決め、

一定期間、継続的な関係のも

と で 事 業 を 協 力 し て 行 い ま

す。 

 

双方の得意分野を活かす

ことができるなど、相乗

効果が期待できます。 

 

互 い に 対 等 な 立 場 で 役

割分担を行い、相互の責

任 範 囲 や 経 費 分 担 を 明

確 に す る こ と が 必 要 で

す。 

【人的支援(プロボノ等)】 

 その人が持っている知識・

スキルや経験を活かして市民

活動団体等が行う事業等を支

援します。 

 

 

提供を受ける主体の足り

ないところを補うことが

できるとともに、得意分

野で公益活動に参加でき

ます。 

 

提 供 者 が ど の 程 度 の 時

間 を 事 業 に 割 く こ と が

できるのかなど、期間や

役 割 分 担 を 明 確 に す る

ことが必要です。 

【後援】 

市民活動団体等が行う事業

に対して、他の主体が名義後

援などの支援を行います。 

 

 

後援することにより、そ

の事業の社会的信用や認

知度が高まり、市民の理

解と参加・参画が促進さ

れやすくなります。 

 

あ ら か じ め 定 め た 基 準

により、事業の公益性、

社 会 的 有 用 性 に 基 づ い

て後援します。 

【自由参加方式】 

 実施する地域活動ごとに地

域活動団体と一緒に地域活動

に参加する地域住民の参加を

呼びかけ、一緒に事業の実施

を行います。 

 

 

得意な分野から参加する

ことで、相互の理解が深

まり、継続した参加が促

されます。これにより、担

い手の確保につながる効

果が期待できます。 

 

実 施 す る 地 域 活 動 を 企

画する段階で、地域住民

が 参 加 し や す い 条 件 を

提 示 す る こ と が 必 要 で

す。 
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（４）協働・共創の進め方 

 これからは市民・団体・事業者・行政などが協働・共創して公共サービスを担って

いくことが必要となっています。そのため、従来の行政などが中心に公共サービスを

担ってきたまちづくりの進め方を見直していく必要があります。 

協働・共創で事業を進めていく際には、各段階において「協働・共創の原則」をお

互いに確認しながら進めていくことが必要です。 

   

①  協働・共創を進めるための環境づくり 

    ・協働・共創は、地域への想いや地域課題への気づきなど、一人ひとりの 

想いや気づきから出発します。 

・協働・共創で事業を行うには、お互いに理解し合うことが大切です。身 

近なところで想いを語り、共感を高め、つながりを深めていく必要があ 

ります。 

 

②  目的の共有 

・多様な意見を集約し、課題や目的を共有します。 

    ・一方的な押し付けにならないよう注意する必要があります。 

 

③  事業(活動)及び役割分担の決定 

・目的を達成するために、自ら出来ることと相手に求めることを 

 お互いに考えます。 

・課題解決のための方策、実施の形態や体制、役割分担とそれに 

 伴う適切な費用負担、資源などを協議し、事業計画を立てます。 

・事業計画の立案にあたっては、従来からの活動にとらわれず、 

 団体間の役割分担や事業実施の方法も見直しながら立案します。 

 

④  協働・共創で取り組む事業の実施 

・役割分担等に基づき、情報を共有しながら、各主体が活動を実施 

します。 

 

⑤  協働・共創で行った事業の評価 

・協働・共創で行った事業が適切に行われたか、団体と市がお互いに 

効果や課題を出し合い、共有します。 

・必要に応じて、次年度に向けて改善を図ります。 
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Ⅱ 協働・共創社会における地域コミュニティの現状と課題 

１ 協働・共創社会における地域コミュニティ組織の現状 

 

三田市の人口は、昭和 33 年の市制施行時に約 32,000 人でスタートし昭和 55 年

まで微増で推移しましたが、昭和 56 年からニュータウンへの入居を皮切りに急激に

人口が増加し、特に昭和 62 年から平成 8 年まで 10 年連続人口増加率日本一になる

ほどの状況でした。平成 12 年には人口 11 万人達しましたが、その後、増加のペー

スは緩やかになり、平成 25 年以降は減少に転じています。また、世帯当たりの平均

人数は長期的に低下傾向が続いています。 

 

 

 

                        ★昭和 45 年までは各年 12 月末日、 

昭和 46 年以降は各年 10 月 1 日の人口 

                                    資料：住民基本台帳 
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（１）自治区・自治会 

三田市における自治区・自治会数は平成 25 年度から令和 7 年度にかけて緩やかな

減少傾向にあります。また、加入率も令和 3 年度に 68.1％と初めて 70％を切り、

令和 7 年度では 61.0％と低下傾向に歯止めがかかっていない状況です。 

また、自治区・自治会の加入率については、加入率 80％以上の自治区・自治会数は

平成 25 年度の 88 から令和 7 年度の 53 へと減少しており、加入率の低下傾向とと

もに加入率の高い自治区・自治会は減少しています。 

地理的状況についてですが、ニュータウン以外の地域では高い加入率を示しており

ますが、市域全域で加入率の低下傾向が続いています。 

 

 

 

 

 

 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

自治区・

自治会総数
182 183 182 181 182 182 182 181 182 179 179 178 175 174

80%以上自治区・

自治会数
83 88 83 79 84 83 81 80 77 70 68 67 57 53

ﾆｭｰﾀｳﾝ(%) 72.4 71.6 73.0 73.1 73.3 72.2 69.6 68.3 67.6 63.4 62.6 60.9 57.2 54.5

ﾆｭｰﾀｳﾝ以外(%) 76.3 75.2 74.7 74.5 74.7 75.8 75.5 74.4 73.1 72.9 72.3 71.6 69.9 67.8

全域(%) 74.4 73.4 73.8 73.8 74.0 74.0 72.5 71.3 70.7 68.1 67.5 66.3 63.6 61.0
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 令和７年度における自治区・自治会の規模として、全 174 自治区・自治会中、加入

世帯数 100 未満の自治区・自治会数が 109 となっておりその割合は約 63％です。

細かくみていくと農村地域でその傾向が顕著ですが、既成市街地である三田地区、三

輪地区においても過半数以上が同様の状況となっています。 

 一方、ニュータウンにおいては加入世帯数の多い自治区・自治会が多くなっており、

ウッディタウンの全４地区（けやき台、すずかけ台、あかしあ台、ゆりのき台）とフ

ラワータウンの弥生が丘地区においては、それぞれの地域で１つの自治会が構成され

ています。 

 

 

 

 

【令和 7 年度】 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

10未満
10以上
30未満

30以上
50未満

50以上
100未満

100以上
500未満

500以上
1000未満

1000以上

三田地区 4,836 1 11 7 5 9 1 1 35

三輪地区 4,510 0 4 7 5 10 3 0 29

広野地区 1,545 0 7 13 3 5 0 0 28

小野地区 740 0 0 0 1 2 0 0 3

高平地区 1,043 0 4 1 6 3 0 0 14

藍地区 2,944 1 1 2 7 9 0 0 20

本庄地区 527 1 8 5 3 0 0 0 17

武庫が丘 1,643 0 0 1 1 4 1 0 7

狭間が丘 743 0 0 0 3 2 0 0 5

弥生が丘 892 0 0 0 0 0 1 0 1

富士が丘 1,510 0 0 0 0 6 0 0 6

計 4,788 0 0 1 4 12 2 0 19

けやき台 2,214 0 0 0 0 0 0 1 1

すずかけ台 1,153 0 0 0 0 0 0 1 1

あかしあ台 1,970 0 0 0 0 0 0 1 1

ゆりのき台 1,451 0 0 0 0 0 0 1 1

計 6,788 0 0 0 0 0 0 4 4

1,150 0 0 0 1 3 1 0 5

合計 28,871 3 35 36 35 53 7 5 174

ウッディタ
ウン地区

カルチャータウン地区

地区名 大字 加入世帯数

世帯数別自治区・自治会数 加入自治
区・自治

会数

フラワータ
ウン地区

表１ 自治区・自治会の規模実態 
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（２）まちづくり協議会 

 平成 25 年 5 月に富士小校区まちづくり推進協議会と武庫小校区まちづくり連絡

協議会の発足を皮切りに令和８年１月現在全 20 小学校区にまちづくり協議会が設

立され、活動しています。 

 

 

 

 

 まちづくり協議会（設立順） 小学校区 

１ 富士小校区まちづくり推進協議会 富士小学校区 

２ 武庫小校区まちづくり連絡協議会 武庫小学校区 

３ 狭間が丘地域事業推進協議会 狭間小学校区 

４ 弥生まちづくり協議会 弥生小学校区 

５ あかしあ台小学校区まちづくり連絡協議会 あかしあ台小学校区 

６ ゆりのき台地域活動協議会 ゆりのき台小学校区 

７ 高平郷づくり協議会 高平小学校区 

８ 元気な広野をつくる会 広野小学校区 

９ 三田地区まちづくり協議会 三田小学校区 

１０ つつじが丘小学校区街づくり協議会 つつじが丘小学校区 

１１ 学園小学校区まちづくり連絡会 学園小学校区 

１２ すずかけ台まちづくり協議会 すずかけ台小学校区 

１３ 藍小学校区まちづくり協議会 藍小学校区 

１４ けやき台地区まちづくり協議会 けやき台小学校区 

１５ 三輪小学校区まちづくり協議会 三輪小学校区 

１６ 松が丘小学校区まちづくり協議会 松が丘小学校区 

１７ 志手原校区地域づくり協議会 志手原小学校区 

１８ 本庄まちづくり協議会 本庄小学校区 

１９ 母永『宝と夢』の里づくり協議会 母子小学校区 

２０ 小野松風まちづくり協議会 小野小学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ まちづくり協議会一覧 
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（３）市民活動団体（テーマ型団体）等 

ニュータウン開発により、昭和 62 年度から平成 8 年度の人口増加率日本一を記録

した時期にボランティアグループとして活動する団体も増加し近隣都市との比較でも

多くの団体が登録されています。 

地域活動由来の団体が多いことが特徴となっています。テーマ別には「文化・観光・

芸術」、「健康・医療・福祉」がその多くを占めています。 

 

 

                                 

【令和 7 年度】 

 

※カラオケ、料理、ボランティア、そば打ち、社会教育、情報化社会、更生支援など 

 

２ 協働・共創社会における地域コミュニティをめぐる諸課題 

 自治区・自治会の加入率の低下、担い手の高齢化などにより活動が困難になりつつ

あり、このままでは誰もが支える側から支えられる側になっていくことも想定されま

す。これらの活動を安定的、継続的に提供していくためには担い手の維持・確保をは

じめ課題は少なくありません。 

 地域が見守り、孤立を防ぐ、いつでも適切な行政サービスにつないでもらえるとい

う安心感を得られることが大切です。 

 新たに、ごみ出しサポートや送迎サポートといった独自の支援を始めた地域もあり、

地域の安全・安心な暮らしに向けた取り組みも始まっています。 

以下に、「自治区・自治会」と「まちづくり協議会」、そしてそれらと協働する「市

民活動団体等」における諸課題を示します。 

 

（１）自治区・自治会 

① 担い手の維持・確保 

高齢化により自治区・自治会を脱退する方が多くなっています。また、定年の引

き上げにより働き方に大きな変化が発生しており、地域活動にはじめて参加する年

齢が高くなり、活動期間が短くなり、自治区・自治会活動の担い手の維持・確保が

より困難となってきています。 

また、担い手不足から、自治区・自治会の役員については、順番により引き受け、

１年後に一斉に役員を退任することから継続的な課題解決が困難となってきてい

ます。 

子育て支援
健康・医
療・福祉

文化・観
光・芸術

環境・まち
づくり

国際
男女共同参
画・人権

スポーツ その他※ 合計

カテゴリー別団体数 22 60 202 37 14 4 31 47 417

表３ テーマ型市民活動団体 
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② 集合住宅における地域コミュニティの考え方の変化 

  集合住宅では管理組合と自治会が二重構造となっていることが多く、近年、数百

戸の集合住宅の住民がまとまって、自治区・自治会から脱退するケースがあります。    

また、新築の集合住宅では当初から自治区・自治会が結成されないこともあり、地

域活動の基礎がゆらいでいます。自治区・自治会からの脱退により、会員数が減少

し、収支面での苦労も発生しています。また、自治会役員にとって自治会費の徴収

は、顔の見える関係性の構築に資する貴重な機会である一方、負担に感じるという

声もあります。 

 

③ 自治区・自治会の存続に向けた連携 

  会員の高齢化に伴い、地域活動を担うことが難しくなっている自治区・自治会が

増加しており、特に、小規模な自治区・自治会においては活動を継続することが深

刻な課題となっています。既に、単独で存続することが困難となっている自治区・

自治会もあり、存続に向けて近隣自治区・自治会との協働や合併について、効果的

な解決策が必要な状況となっています。 

 

（２）まちづくり協議会 

① 担い手の維持・確保 

  地域活動の担い手の高齢化などにより維持・確保が困難となっていることは自治

区・自治会と共通する課題です。地域活動団体同士で重複している活動内容も少な

からずあります。まちづくり協議会は地域活動の情報の結節点であり多くの地域活

動団体から役員として参加されています。お互いの前向きな話し合いをもって少し

ずつでも一緒にできるところを整理することにより、地域活動の担い手の負担を軽

減していくことが必要となります。 

 

② 地域内における他の活動団体との連携 

  自治区・自治会をはじめ多くの地域活動団体との関係を築いてこられているとこ

ろですが、まちづくり協議会によってはその連携の状況は様々です。 

 地域の歴史、まちづくり協議会の成り立ちなど、状況はそれぞれ異なりますが、

地域の安全・安心を望む気持ちは同じだと考えます。 

  地域それぞれの考え方と手法で地域活動団体同士が連携し合い、よりスムーズな

地域活動を展開することで、地域住民の安全・安心につながることが必要です。 

 

③ まちづくり協議会相互の連携・協力 

  制度発足から 10 年が経ち、継続的な活動に取り組んでいるまちづくり協議会が

増えましたが、相互に連携・協力できている地域もいくつか出てきました。隣接す

る地域が共通の課題を共有し、既成市街地、農村地域及びニュータウンと地域性の

異なる地域同士がお互いの得意分野を補完し合うことで課題解決につなげている

事例がありますが、多くのまちづくり協議会に広がることが必要です。 
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④ 学生や学生サークル等との連携 

地域課題に関心の高い学生もいますが、地域と関わるきっかけに巡り合うとは限

りません。学生にとって、社会人となる前に貴重な経験を積む機会の創出は課題で

あると言えます。 

 

（３）市民活動団体（テーマ型団体）等 

① 担い手の維持・確保 

  人口増加率日本一時代を経て増加した市民活動団体もまちの成熟とともに活動の

担い手の中心世代が 70～80 代となっています。運転免許取得者の減少や高齢化に

伴う運転免許の返納により移動手段の減少につながり活動範囲が狭くなっていま

す。また、特定の人が事務の大部分を担っていることも珍しくないため、場合によ

っては活動が継続できない状況が発生することも考えられます。 

 

② 活動団体の継承 

  活動の担い手が高齢化等により継続が困難となる活動団体が増加する懸念があり

ます。例えば、子育てなどを活動のテーマとしている団体の場合、乳幼児の保護者

などが活動団体として立ち上げたが、乳幼児が就学するなどして実生活において活

動のテーマが身近なものとならなくなったときに活動に参加することがなくなり、

活動自体を継承することがないため休眠状態となっている活動団体も少なからず

存在します。 

  また、新しく活動団体を立ち上げようと考えている担い手に活動が休止するまで

に当該団体についての情報を把握しつなげることが必要であり、市民活動推進プラ

ザ2など様々な中間支援組織へつながるようにすることが必要となります。 

 

③ 市民活動のニーズ把握 

  活動団体立ち上げまでにしっかりとした市民活動のニーズの把握が十分でないた

め、活動を開始してからの需要を取り込むことができず、見込み違いから活動を断

念してしまうこともあります。市民活動推進プラザなど様々な中間支援組織へつな

がるようにすることが必要となります。 

 

④ 活動資金の確保 

  ボランティア団体や市民活動団体が収益を上げてはいけないという考えが活動団

体の継続を資金面から難しくさせています。 

  ボランティアは無償が当たり前という考えではなく、必要経費は当然発生し、応

分の負担が発生することをサービスの受け手に認識してもらうことがサービスの

                                      
2 市民活動推進プラザ…ボランティア団体や NPO 法人など市民活動団体の広報支援やコラボレー

ション促進支援を行っています。十分なリサーチと市民活動団体に関する情報を多く蓄えてお

り、データベース化した情報の提供、事例紹介等の相談ができる。また、パソコンのような悩

みから市民活動おける会計などの特別な事柄まで、幅広い相談対応をしています。 



18 

 

向上には必要不可欠となります。有償ボランティア制度の導入の仕組づくりの検討

が必要となります。 

 

⑤ 学生や学生サークル等との連携 

  市内には、大学・大学院、短期大学や専門学校等多くの高等教育機関があり、多

くの学生が通学あるいは居住しています。就学をきっかけに初めて三田市との関わ

りが生まれ、三田市との縁を大切に、地域にも関わりたいと考える学生も多くいま

すが、情報が届いておらず行動することができていないと考えられます。 

  学生個人の活動を支援するだけでなく、学生が所属するサークル等と地域とがつ

ながる機会を増やすことが必要です。 
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Ⅲ 協働・共創に基づく地域住民自治の実現 

１ 協働・共創社会における地域コミュニティのあり方 

 市内には既成市街地、農村地域、ニュータウンなど特性が異なる地域が存在し、そ

れぞれが有する魅力や課題は様々です。住み続けたいと思える地域でありつづけるた

めには、その地域の特色を活かし、課題を解決しながら、住民が主体的にまちづくり

に取り組むことが重要です。その中で、地域コミュニティはまちづくりの基盤として、

重要な役割を担っています。これまでも自治区・自治会やまちづくり協議会の活動を

はじめ、様々な団体による活動が展開されていますが、これからは市民一人ひとりが

活動にかかわり、『市民力』や『地域力』がさらに発揮できる環境を整えていく必要が

あります。 

 様々な団体が地域を支えてきましたが、地域活動への参加者の減少や固定化によっ

て一部の住民に負担が集中するなどの問題を抱えており、個々の団体だけで地域活動

を担っていくことは難しくなってくると考えられます。 

 一方、児童の見守り、防災・防犯など住民主体の活動が広がりを見せております。

また、NPO 法人や市民活動団体といった新たな地域活動の担い手も現れています。 

 今後は、まちづくりの担い手となる人材や団体などを地域活動へ結びつけ、地域ら

しさを尊重しながら、課題を解決する仕組みづくりが求められます。住民自らが住み

良い地域を築いていく体制を整え、持続可能な地域社会を実現するため、これからの

地域コミュニティの方向性を示します。 

  

地域コミュニティの将来像 

地域コミュニティは、住民がまちや暮らしのあり方を自ら決めていく時の目安とな

り、住民自治を行っていくうえでの基礎的な単位で、住民が積極的に関わり、協働で

創り上げていくものです。 

そのため、協働・共創のまちづくりを推進するにあたり、地域ごとの現状をあらた

めて見つめ直すことからはじめ、地域の現在と未来を構成する要素を「可視化」する

ことにより自らが暮らしていく地域にどのような魅力（強み）と課題（弱み）がある

のかを認識するところからはじめていくことが大切となります。 

 

目指すべき地域コミュニティの方向性 

① 地域の様々な問題や課題に自発的・主体的に取り組むコミュニティ 

② 民主的で自律的に運営される開かれたコミュニティ 

③ 多様な主体がつながり、楽しく活動しているコミュニティ 

④ 住み心地のよい居場所として、お互いに支え合い、助け合うコミュニティ 

 

 それぞれの地域コミュニティの成り立ちや特性が違うことを踏まえながら、多くの

市民が活動に参加し、さらに活動を活発化していくため、以下のような地域コミュニ
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ティを目指します。 

 

・ 対象範囲 

地域コミュニティは、地域を自ら住みよくしていく住民自治の担い手として、

地域内のすべての住民を対象とし、様々な課題に総合的、継続的に対応していく

ことが求められます。 

 地域の様々な課題に対して、主体的に住民が関わり、住民の意向に沿った公共

的サービスを計画的に提供していく地域コミュニティを目指します。 

 

・ 目指すべき方向性 

地域コミュニティには、自律的な運営が求められるのはもちろんですが、特に、

市の財政的支援等を受ける場合は、その運営にあたって、透明性や中立性、公平

性がより重要となってきます。透明性などに配慮しつつも、住民活動ならではの

創意工夫を活かせるよう柔軟な対応を心がけるとともに、住民の新しいニーズへ

の対応や活動をさらに広げていくため、若い世代などの新しい活動も受け入れな

がら、地域の課題に対応していく自律した地域コミュニティを目指します。 

 

・ 協働・共創のまちづくり 

地域課題の解決には、自治区・自治会をはじめとする地縁型団体、NPO 法人、

ボランティア団体、事業者、行政など様々な主体が連携し、各々の強みを活かし

て対応していくことが求められています。また、地域活動には、若い世代から高

齢者まで多くの住民の参加のもと、やりがいを持って、楽しく活動できることが

必要です。 

そのため、地域内の個人や団体のつながりづくりを進め、企画段階から住民や

団体がかかわり、やりがいを持って活動している地域コミュニティを目指します。 

 

・ コミュニティの支え合い 

誰もが安心して、このまま住み続けたい地域を実現していくため、住民が相互

に信頼しあい、助け支え合う連帯意識のもと、地域への愛着を育みながら、住民

の創意工夫により、様々な活動に取り組む地域コミュニティを目指します。 

 

２ 地域の特性を踏まえた具体的な取り組み 

（１）地域の現状把握 

 ① 地域カルテの作成 

 ～地域の基礎的な状況や地域活動団体などの現状を把握しましょう～ 

  地域担当職員をはじめ、市の支援を得ながら、以下の点を参考に地域の見取り図

である地域カルテを作成してみましょう。 
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１）地域での活動や行事・事業の把握 

地域で行われている活動や行事・事業の全体像を把握してみましょう。 

 

２）経過の把握 

過去からの経緯や行政からの働きかけで組織されている団体・組織の活動状況を

把握してみましょう。 

 

３）役員等の就任状況の把握 

地域で活動している団体の役員等の委嘱や兼務状況について把握してみましょう。 

 

４）活動資金などの把握 

地域での活動・事業や担い手となる団体の活動資金などを把握・整理してみまし

ょう。 

 

 ② 地域カルテの活用 

 ～完成した地域の見取り図である地域カルテを基に地域活動の棚卸をはじめてみま

しょう～ 

１）活動・事業の仕分け 

住民ニーズに基づいて地域が担う活動・事業や地域の実情に応じて行う活動・事

業、そして、地域が希望し自ら行いたい活動・事業に仕分けし、重なりや空白を洗

い出しましょう。 

 

２）活動・事業の再整理 

仕分けした地域での活動・事業の性質や内容に応じて、ふさわしい担い手を検討

します。基礎的な地縁団体である自治区・自治会やまちづくり協議会をはじめとす

る地域活動団体、その役員が担っている活動・事業については、先例にとらわれず

再整理してみましょう。 

 

３）連携・協力 

地域での活動・事業の担い手としては、自治区・自治会のみならず、その内容に

応じて地域外も含めたテーマ型の団体、学校（学生）、企業、集合住宅の管理組合、

有志のサークルや様々な技能や地域貢献の意欲を持つ個人も想定されます。 

  特に地域の情報の結節点として重要な位置を占めるまちづくり協議会においては

多様な地域活動における主体をつながる効果が期待されます。 

 

（２）地域の安全・安心な暮らしの確保～防災・防犯～ 

① 住民目線の地域防災マップの作成 

 まちづくり協議会と自治区・自治会が共同し、役割分担して、地域内を実際に歩

いて回り、現地調査を実施し詳細な地域防災マップを作成することで、地域がつな
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がるきっかけとなります。 

 

② 空き家調査と見守り 

 空き家の状況を地域で把握することにより、地域での防犯に貢献しています。 

 

③ 地域防災訓練 

 地域での防災意識を高め、発災時に行政の助けがくるまでに自らできること、地

域でできることを行うことを目指しています。 

 

（３）地域の実情に応じた必要な活動 

 地域の状況によって課題解決の優先順位は異なりますが、地域カルテから改めて

認識できた課題のうち、地域が自主的にはじめられる活動と地域が楽しみながら続

けていきたい活動があります。 

 地域で活動されている事例を紹介します。 

 

① 地域の高齢者を対象としたちょっとした困りごとをサポートする活動 

ごみ出しサポートや通院や買い物等の送迎サポートといった独自の支援を始めた

地域があります。 

これらの活動は地域での見守りを必要とされている住民、特にひとり暮らしの高

齢者や助けを必要としている住民の体調の変化などに早期に気付くことができ、適

切な行政サービスにつなぐことが期待できます。 

 

② 子どもたちを笑顔にする活動 

子供会などが廃止されている地域では、子ども達が参加し、喜び、楽しめるイベ

ントなどを企画開催し、子ども達の笑顔を保護者と一緒になって喜んでおられます。 

 

③ 学生との交流 

地域によっては、子どもの居場所づくりに携わる経験に学生たちがやりがいを求

め、子ども食堂や寺子屋などで学習の支援を行うなど、地域との交流が生まれてい

ます。また、夏祭りの出店に協力するなど、様々なフィールドで学生が活躍してい

ます。 

 

 ④ 農村地域との連携による野菜販売 

  三田市内で作られた新鮮な野菜や果物を地域住民に新鮮で手ごろな価格で提供さ

れ、評価されております。 
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３ 多様な担い手の参加を促す 

地域活動には、性別・年代・国籍や障害の有無などに関わらず、地域に住む人々だ

けではなく、地域の様々な資源や課題解決に関心をもつ人々など、多様な人々の参加

を促すことが必要です。 

特に、女性や学生をはじめ若い世代の声や力を積極的に地域づくりに反映し、地域

活動への参加を促すことは、人口減少に負けない魅力ある地域づくりを進めるうえで

大きな視点となります。 

そのためには、 

・ 広報のあり方など工夫しながら、地域の活動・事業や意思決定の過程を住民等に

「見える化」することが必要です。特に参加を促す基盤となるまちづくり協議会の

存在について住民の理解を促進することが大切です。 

・ そのうえで、年代や属性ごとに集まる機会の設定や、特定のテーマに基づいて有

志を募るなどの手法で、地域活動（団体）への参加の機会と門戸を広げる工夫が必

要です。 

・ 多様な属性の方々の参加を促すためには、会議の場所や時間の設定にも配慮が求

められます。 

・ 地域計画づくりは、地域での当面の課題とその解決策だけではなく、一人ひとり

の夢や希望を紡ぐ工夫を重ねながら、住み続けたい地域の将来像を共に描く機会と

することで、多様な人々の参画を促すきっかけともなります。 

 

（１）地域特性を踏まえた中間支援 

① 中間支援組織 

中間支援組織とは、市民と市民、市民と行政、行政と事業者などの間に立って、

そのパイプ役として、それぞれの活動を支援する組織のことをいいます。 

  協働・共創を円滑に進めるには、様々な主体をつなぐ中間支援の役割が重要とな

ってきます。 

  市内では、市民活動推進プラザ、ボランティア活動センター、NPO 法人などが市

民活動団体のつなぎ役や活動の場づくりなどの団体支援を行っています。 

  地域の中においては、まちづくり協議会や市の地域担当職員が構成団体間の中間

支援としての役割を担っています。 

 

 ② 期待される効果 

  市民活動団体を必要な支援につなぐことができ、連携強化を図ることにより的確

な情報を共有しつつ、それぞれの特長・特性を十分に活かし、補完しながら団体等

を支援することが期待されています。 

  また、地域の活動団体のほかに、市民活動に携わる人・団体と地域コミュニティ

をつなぐことにより多様な主体が地域で活躍できるステージを提供できます。 

  地域の中においては、まちづくり協議会が定例的に会合を開催し、構成団体間の
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総合調整を実施しそれぞれが地域活動を展開しやすいように整理することが期待

されます。 

 

（２）協働事業提案制度 

① 制度 

協働事業提案制度とは、市民活動団体、事業者又は市民が地域の課題解決やま

ちの魅力向上をめざし、その発想や専門性を活かして行政と協力して事業を企画・

実施する制度です。 

 三田市においては本制度の支援対象事業は、全市民を対象とする公益性のある

事業の提案であり、非営利事業として企画・実施され、新規性や継続性が高い事

業であり地域社会の課題解決が意識されていることが要件となっています。 

 初めて事業を行うスタート支援コース（１年度１団体につき１事業）と既存の

事業を行うステップアップ支援コース（１年度１団体について１事業として、連

続して２年度まで）があります。 

 

② 期間終了後の活動の促進・拡充 

１）活動団体に関する表彰制度の検討 

 協働事業提案制度の補助期間（スタート支援コース１年とステップアップコース

２年の合計最大で３年間）終了後、優良な活動団体を表彰する制度を創設するなど

の方法が考えられます。表彰により活動団体の信用が増すことにより、活動が促進

される効果が見込めます。 

自治区・自治会及びまちづくり協議会などの地域団体は、協働事業提案制度採択

団体としての実績を参考することができ、活動団体においても自治区・自治会及び

まちづくり協議会と連携し、安定的に活動できるフィールドとつながることが期待

できます。 

 

２）協働事業提案制度採択団体の活動報告会の拡充 

 採択団体の活動内容の報告会の開催と合わせて、自治区・自治会やまちづくり協

議会などの地域活動団体の参加を促す方法が考えられます。 

 地域側は効率よく採択団体の活動状況を知る機会となり、市の協働事業提案制度

の採択を受けた活動団体との交流からつながりが期待できます。 

 

３）市及び市内の公的関連団体の活動報告会への出席 

活動団体にとっては、市及び市内の公的関連団体が活動報告会に出席することに

より直接活動状況をアピールする機会を得ることができます。これにより活動団体

のモチベーションがあがり、市及び市内の公的関連団体も活動団体が担うことがで

きる事業を把握することができ、活動団体の活用を研究することが期待できます。 
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４ 協働・共創による地域活動 

（１）地域の活動 

① まちづくり協議会 

 多様な主体がそれぞれの強みを活かして、様々な団体と協力関係を築いて活動し

ています。まちづくり協議会を結節点とした体制のもと次のような特長が考えられ

ます。 

１）自治区・自治会とまちづくり協議会がよりスムーズに連携するために自治会長

等の役員経験者がまちづくり協議会の会長等の役員に就任されているまちづく

り協議会があります。 

２）まちづくり協議会がふれあい活動推進協議会の活動をされているまちづくり協

議会もあります。これにより重複する事務の軽減につながっています。 

３）小学校の社会見学をコミュニティセンター・コミュニティハウスで受入れ、小

学生にまちづくり協議会や自治区・自治会など地域で活動している団体について

感じてもらえる工夫をされている地域があります。 

４）大学生・大学のサークルが小学校で開催される地域祭りに出店し、または、祭

りの司会（アナウンス）を担ってもらっている地域があります。 

   こども食堂、各種イベントにも参加してもらっている地域もあります。 

５）ニュータウンのまちづくり協議会の中には、農村地域にあるまちづくり協議会

と協働で野菜を入手するルートを作り、野菜市を開催して地域の方々に安く購入

してもらっている地域があります。 

６）ごみ出し等のサポート事業を民生委員と協力し、継続的に取り組まれている地

域があります。 

７）地域内の各種団体等がまちづくり協議会のつながりを通じて毎月会議を開催し、

地区自治会連合会などと、部門ごとに情報交換・調整・協力を密に取り合ってい

る地域があります。 

８）それぞれの団体の活動、企画・人材の募集などをまちづくり協議会の広報部門

を通じてホームページに情報を集約し、地域住民等に明確に伝わるようシステム

を構築している地域があります。 

９）大学、サークルや専門技術を有している地域の人材に依頼し、地域の方々への

学習会等を定期的に実施している地域があります。（例）高齢者向けスマートホン

教室等 

10）新しい技術や情報を積極的に取り入れ、役員会で前向きな意見交換が行われて

いる地域や、地区外の人や団体が地域活動にかかわることを歓迎する風土のある

地域があります。 

 

② 行政の支援 

１）交流会の開催 

 令和８年１月現在、全 20 小学校区にまちづくり協議会が設立されております。 
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 まちづくり協議会同士が連携・協力できるようなきっかけとなる機会としての交

流会を定期的に実施することによりまちづくり協議会を支援します。それぞれの活

動から得られた貴重な経験をまちづくり協議会の各部会の専門的なレベルで連携

できるよう一緒にマッチングしていきます。 

 特に、隣接するまちづくり協議会同士での共通する課題、そして、既成市街地、

農村地域及びニュータウンと異なる地域同士でそれぞれが補完し、協働・共創でき

るような連携を目指しお互いが得意な分野で支え合い課題を解決していけるよう

な交流会の開催を企画していきます。 

 

２）学生や学生サークル等との連携 

 学生や学生サークル等とまちづくり協議会との交流を支援します。地域での交流

は地域の情報が集積するまちづくり協議会を通じて地域の活動団体との連携を模

索していきます。 

 

（２）まちづくりを支える新たな制度 

① 指定地域共同活動団体 

地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する

活動を地域の多様な主体との連携等により効率的・効果的に行う団体を、市町村が

「指定地域共同活動団体」として地方自治法第 260 条の 49 に基づき指定する団

体 【「指定地域共同活動団体制度について」（総務省 HP）】 

 

【特徴】 

  市町村に指定されることにより次の効果が得られます。 

 ・ 活動資金の助成、情報提供など市町村の支援を受けることができます。 

 ・ 他団体との連携により効率的・効果的に活動を行うため、市町村に調整を求め

ることができます。 

 ・ 市町村から行政財産の貸付け、関連事務の随意契約による委託を受けることが

できます。 

 （随意契約による委託のイメージ） 

  公園の維持管理と地域の美化活動を一体的に実施 

 ⇒ 公園周辺の地域美化活動団体への委託で、地域資源を活用するなど一体性があ

る環境美化活動が可能 

 

【留意点】 

  指定対象、指定の要件を市町村条例で具体化する必要があります。 
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② NPO 法人 

 特定非営利活動促進法の規定に基づき設立される法人で、法で定められた 20 分

野の社会貢献活動を主目的に活動する団体であり、情報公開等により市民への説明

責任を果たすことにより、行政や民間からの補助金・助成金を獲得しやすくなると

ともに、寄附も受け入れやすくなります。 

 また、法律により法人格を付与されることによって、資産の保有や銀行口座の開

設が可能となり、資金調達や法人名での契約が可能となります。 

 

【20 分野】 

１） 保険、医療又は福祉の増進を図る

活動 
11） 国際協力の活動 

２） 社会教育の推進を図る活動 
12） 男女共同参画社会の形成の促進を

図る活動 

３） まちづくりの推進を図る活動 13） 子どもの健全育成を図る活動 

４） 観光の振興を図る活動 14） 情報化社会の発展を図る活動 

５） 農山漁村又は中山間地域の振興を

図る活動 
15） 科学技術の振興を図る活動 

６） 学術、文化、芸術又はスポーツの

振興を図る活動 
16） 経済活動の活性化を図る活動 

７） 環境の保全を図る活動 
17） 職業能力の開発又は雇用機会の拡

充を支援する活動 

８） 災害救援活動 18） 消費者の保護を図る活動 

９） 地域安全活動 
19） 活動を行う団体の運営又は活動に

関する連絡、助言又は援助の活動 

10） 人権の擁護又は平和の推進を図る

活動     
20） 県条例で定める活動 

 

【特徴】 

 ・ 社員（会員）10 人以上で設立可能です。 

 ・ 登記費用が不要です。 

 ・ 所轄庁（県）への事業報告書等の提出や情報公開の義務があります。 

 

【留意点】 

   情報公開を通じた市民による緩やかな監視が前提となっている制度であるため、

広範な情報公開制度が設けられており、活動内容や決算情報などを会員外の第三

者にも公表しなければなりません。 
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③ 認定 NPO 法人 

 NPO 法人のうち一定基準を満たすことにより所轄庁からの認定を受けた法人で

あり、税制上の優遇措置があるとともに、一層の情報公開やより適切な業務運営が

求められることから、高い社会的責任を有する団体です。 

 

【特徴】 

  社会的信頼性が向上し、多様な主体と連携を進めやすくなります。 

 

【留意点】 

 ・ パブリック・サポート・テスト（PST）に適合する必要があります。 

  PST とは、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断する基準です。 

 ・ 公益性に関する基準を満たしている必要があります。 

  事業活動において、共益的活動の占める割合が 50％未満である必要があります。 

 

④ 一般社団法人 

 事業内容に制限のない自由度の高い団体であり、設立までの手続も容易であり短

期間で設立できる非営利団体です。 

 

【特徴】 

・ 社員 2 人以上で設立できる非営利団体です。 

・ 県や市による認可や認証がなく、登記のみで設立できます。 

・ 事業内容に関する制限がなく、取組の自由度が高いとされています。（収益事業、

共益事業、公共事業のいずれも可能） 

 

【留意点】 

  地域との合意形成が多い反面、住民参加を省略することも可能であることから、

十分に地域住民等で合意形成を行い、地域を代表する組織として認められているこ

とが必要であり、地域住民や事業者等の団体が参画し、連携を行っていくことが重

要となります。 
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